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開催実績検討会の委員

第１回：６月２５日（木）
• 調達等の在り方に関する検討会について
• 調達等の在り方について
• 持続化給付金事務事業に係る入札可能性調査の概要

第２回：７月２０日（月）
• 調達等の在り方について
• 持続化給付金事務事業について

第３回：１０月１２日（月）
• 持続化給付金事務事業の中間検査について
• 調達等の在り方について

第４回：１２月２５日（金）
• 調達等の在り方について
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「調達等の在り方に関する検討会」報告書のポイント①

１．事業者との事前接触ルールを設定
 ＨＰでの意見募集や仕様書案の公表の実施。
 複数職員による接触、事業者との接触時間に係る実質的な公平性の確保、接触記録の作成、保存を徹底。

２．審査結果の対外公表
 入札者名、金額、審査委員の属性、採点結果、評価コメント等の審査結果を公表。

３．柔軟な入札参加資格の設定、法令遵守の確認
 多様な事業者による競争を促すため、これまでどおり参加要件として扱い、資格等級A～Dの事業者の入札を柔軟に認める。
 決算公告の実施を含む法令遵守について、入札の際に事業者に宣誓を要求、確認。

４．分割発注、JV（ジョイントベンチャー）方式の導入
 JV（ジョイントベンチャー）方式の導入。
 分割発注の検討の義務付け。

入札公告前から落札者決定まで（第２章）

見直しの対象となる事業範囲（第１章）

多数の事業者に国費を支出する大規模事業で、事業を緊急に実施する必要があるもの
 「多数」 ・・・・・ 多数の事業者に国費を支出する事務局事業
 「大規模」 ・・・・・ 事業費が１０億円（予算額）以上、

又は事務局経費が１億円（予算額）以上
 「緊急性」 ・・・・・ 直ちに事業を開始する必要性が極めて高い
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「調達等の在り方に関する検討会」報告書のポイント②

１．再委託、外注に関する費用の事前、事後確認の厳格化
 国が直接、再委託、外注費を確認できるよう契約に規定。
 グループ企業であることのみを選定理由とする再委託、外注は認めない。
 再委託、外注費の適切性を外部有識者により事後評価する手続を規定。

２．履行体制図の公表ルール等の整備
 履行体制図の対外公表（特定事業者の利益を害するおそれがある場合を除く）。
 履行体制図、情報取扱者名簿等の取得範囲を合理化。

３．一般管理費率と算出基礎の見直し
 各事業者（委託者、再委託先、外注先）は、それぞれ自ら実施する事業の一般管理費を計上。
 一般管理費の上限比率を１０％から８％に引き下げ。

４．確定検査方法の見直し
 再委託・外注する場合、精算処理を必須化。
 原則、中間検査の実施。

落札者決定後（第３章）

その他（第4章）
１．間接補助金の事務局公募における一者応札回避ル―ルの設定
 経済産業省独自の取組として、公募前後に一者応札を回避するための取組を設定。

５．再委託、外注に関する体制の事前、事後確認の厳格化
 「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理の再委託」の禁止。
 再委託費率が50％を超える場合、理由の明確化、受託者の事業実施に関するガバナンスの確認。
 再委託、外注内容の適切性を外部有識者により事後評価する手続を規定。
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見直しの対象となる事業範囲①

 経済産業省の委託、補助金等の予算執行については、各会計法令（会計法、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等）に基づき、その事務を処理してい
る。

 今般の持続化給付金事務局事業のように、多数の事業者に国費を支出する大規模
事業の事務局事業は、入札プロセスの透明性、事業の効率的な執行、及び将来に
わたっての調達可能性との間でバランスを確保することが必要。このため、以下の①～
③に該当する委託事業、間接補助事業について、新たに厳格なルールを適用する。
①「多数」 ・・・・・ 多数の事業者に国費を支出する事務局事業
②「大規模」 ・・・・・ 事業費が１０億円（予算額）以上、

又は事務局経費が１億円（予算額）以上
③「緊急性」 ・・・・・ 直ちに事業を開始する必要性が極めて高い

（参考）行政事業レビューにおける対象要件
 行政事業レビューシートの作成に当たり、一者応札となった事業、随意契約となった事業について、
前年度の支出額が「10 億円」以上であった場合、その理由及び改善策を記載することとされている。
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見直しの対象となる事業範囲②

 また、以下の事業についても、同様の調達ルールを適用する。

• 独立行政法人運営費交付金のうち、執行団体を通じて交付される間接補助事業
（独法→執行団体→事業者等）

対象事業：ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金

• 基金事業（令和２年度第３次補正予算以降に措置されたもの）
対象事業：・カーボンニュートラルに向けた革新的な技術開発に対する継続的な支援を行う基金事業

・中小企業等事業再構築促進事業

・ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業

・サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金

・廃炉・汚染水対策事業
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１．入札公告前の事前接触①

 公平性の担保を前提に、入札公告開始前に、事業者から事業に関する意見を聴取す
ることは可能。

 その際、複数の職員で対応し、接触記録票を作成することとしている。
 他方、これらの規定は、明確に義務化されていなかった。

 事業の確実な執行のため、事業者への事前接触は重要。さらなる透明性・公平性を確保
するため、以下のルールを設定する。

1. ホームページでの意見募集や仕様書案の公表など、事業者に提供する関係資料を事前
公表し、事業者によって提供する情報に差が出ないようにする。

2. 複数職員による接触、事業者との接触時間に係る実質的な公平性の確保、接触記録
の作成・保存を義務付ける。

これまでの規定

新たな規定

入札公告前から落札者決定まで
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資料提供・意見募集（例）

１．入札公告前の事前接触②

事業者と接触する際には、右記の項目の
仕様書案や事業概要をホームページで公
表し、意見募集や資料提供依頼を行う。

＜主な公表項目＞
・事業の概要
・資料提供・意見募集の期間
・資料提供・意見募集を求める内容

出典：「経済産業省ホームページ」

入札公告前から落札者決定まで
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１．入札公告前の事前接触③

事前接触記録票（例） 日     時 令和  年  月  日  時  分～  時  分 

場     所  

出席者 

相手方 会社名・役職・氏名 

当方 課室名・役職・氏名 

内     容 

【当方から提供した情報】（説明者：▲▲▲） 

・検討中の●●●の事業概要について説明。 

事業概要・・・・ 

・事業の入札の際の参加を呼びかけ 

・●●●● 

・●●●● 

【先方から提供された情報】（発言者：■■■） 

・●●●の事業内容への意見 

 ・・・・・ 

 ・・・・・ 

・事業への参加について 

 ・・・・・ 

・●●● 

・●●● 

【その他】 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

 

右記の様式による事前接触記録票の
作成・保存を義務化。

＜記録票に記載すべき主な事項＞
・日時、場所、対応者
・経済産業省から提供した情報
・先方から提供された情報

入札公告前から落札者決定まで
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２．審査の透明性確保①

 現在、経済産業省における入札審査情報については、以下のとおり開示している。
1. 総合評価落札方式：契約者名、契約金額
2. 企画競争/補助金公募：採択者名、契約金額/交付決定額
3. 応札者名、応札者全員の価格点、技術評価点、提案内容等については、応札者の

了解があった範囲で開示。

 調達プロセスの透明化と事業者の権利保護の観点から、審査結果として、以下の情報
を公表する。

１．契約者名、金額
２．審査委員の属性
３．全応札者名
４．採点結果、評価コメント

※事業者名と採点結果、評価コメントの対応関係が分からない形で公表する。
※応札者が二者の場合は、採択者の選定理由を具体的に公表する。

これまでの規定

新たな規定

入札公告前から落札者決定まで



２．審査の透明性確保②

審査結果の公表（例）

右記の様式で審査結果を公表する。

＜公表内容＞
・契約者名、採択者名、金額
・審査委員の属性
・応札者
・採点結果・評価コメント

出典：「経済産業省ホームページ」

入札公告前から落札者決定まで
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３．入札参加資格①

 入札参加資格については、①年間平均の生産高、販売高、②自己資本額、③流動
比率、④営業年数の４項目の評価により、資格等級A～Dを事業者に付与。

 入札において、資格等級を入札参加のための参加要件として定めている（入札段階で
の事業者の提案の優劣などを示す指標ではない。）。

 事業者が決算公告を行っているかどうか、確認していない。

 多くの事業者による競争を促しつつ、事業実施のガバナンスを確認するため、以下のルールを
設定する。

1. 入札資格については、これまでどおり、入札段階での事業者の提案の優劣などを示す指標
ではなく参加要件として扱い、柔軟に資格等級A～Dまでの事業者の入札を認める。

2. 決算公告の実施を含む法令遵守について、入札の際に事業者に宣誓を求め、これがない
場合には失格と取り扱うこととする。

これまでの規定

新たな規定

入札公告前から落札者決定まで
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３．入札参加資格②

法令遵守の確認

• 技術審査の際に、決算公告の実施や法令遵守の宣誓を確認する。

出典：公告関係資料「評価項目一覧」

入札公告前から落札者決定まで



４．再委託、外注費率低減への取組①

 JV（ジョイントベンチャー）方式での入札参加は認めていない。
 分割発注の検討はルール化されていない。
 なお、持続化給付金事務局事業では、より透明性を確保する観点から、審査業務と振
込業務を分割発注。

 再委託、外注費率を低減させるには、分割発注の実施やJV （ジョイントベンチャー）方
式での事業参加が効果的であるため、以下のルールを設定する。

１．JV（ジョイントベンチャー）方式の入札参加を認める。
２．分割発注の検討を義務付ける。
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これまでの規定

新たな規定

入札公告前から落札者決定まで
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４．再委託、外注費率低減への取組②

JV（ジョイントベンチャー）方式の要件

右図のように、入札公告に要件を記載する。

＜JV（ジョイントベンチャー）方式の要件＞
① 全構成員が競争参加資格を有している。
② 業務分担及び実施体制等を記載した協
定書等を全構成員間で締結。

③ 全構成員の中から代表者を選定し、代表
者が全ての入札及び契約手続を実施。

※独禁法第２条第６項に規定する「不当な取引制限」を
してはならない（同法第３条）。

出典：公告関係資料「入札公告」

入札公告前から落札者決定まで
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５．再委託、外注に関する体制の適切性の確認①

 「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理の再委託」の禁止規定を
事業者側に明確にしていなかった。

 再委託費率は、原則50％以下としており、50％を超える場合は、理由書（様式自
由）の提出を求めている。

 再委託、外注内容の適切性を確認できるよう、以下のルールを設定する。

1. 提案時に、「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理の再委託」を行っ
ていないことを確認する。

2. 再委託費率が50％を超える場合には、その理由を明らかにし、受託者の事業実施に
関するガバナンスを確認する。

3. 外部有識者で構成される契約等評価監視委員会において、事後的に再委託、外注の
適切性を評価する手段を規定する。

これまでの規定

新たな規定

入札公告前から落札者決定まで



出典：公告関係資料「入札公告」 19

５．再委託、外注に関する体制の適切性の確認②

再委託、外注の適切性の確認

• 技術審査の際に、基礎点の評価項目の一部として、「事業全体の企画及び立案並びに根
幹に関わる執行管理の再委託を行っていないこと」、「再委託費率（再委託費率５０％超
の場合はその理由）」について確認する。

入札公告前から落札者決定まで



５．再委託、外注に関する体制の適切性の確認③
50％を超える理由書（例）

右記の様式により、再委託、外注費率が５０％
を超える理由書を作成する。

＜記載項目＞
・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる
執行管理の内容
・再委託、外注先名、金額、業務の内容
・再委託、外注費率
・再委託、外注が必要である理由

20出典：公告関係資料「評価項目一覧」、「企画競争募集要領」

入札公告前から落札者決定まで
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１．再委託、外注に関する費用の適切性の確認①

 再委託、外注先への確認は、契約上、委託先から再委託、外注先に同意を得て、委
託先の立ち合いのもとに行うことができる規定となっている。

 事業の適切な履行の確保と、再委託、外注に関する費用の支払の適切性を確保するため、
以下のルールを設定する。

1. 国が再委託、外注費の費用の内訳やその証憑を直接確認をできるよう、契約に規定する。
2. 外部有識者で構成される契約等評価監視委員会において、事後的に再委託、外注の

適切性を評価する手段を規定する。

落札者決定後

これまでの規定

新たな規定



１．再委託、外注に関する費用の適切性の確認②

 再委託、外注先の選定の際には、可能な範囲において相見積りを取り、経済合理性を
確保。相見積りを取っていない場合等には、選定理由書の提出を求めている。

 また、グループ企業との取引については、特段の規定がない。

 現行で求めている相見積の取得、選定理由書の提出に加え、以下のルールを設定する。
グループ企業※であることのみを選定理由とする再委託、外注は認めない。

※■株式会社等
会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）第２条第３項第２２号に規定する「関係会社」

■一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２条第４号に規定する「子法人」
及び同法第２章第２節に規定する「社員」

■一般財団法人
同法第２条第４号に規定する「子法人」及び第３章第２節に規定する「評議員」

落札者決定後

これまでの規定

新たな規定
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２．履行体制図、情報管理体制①

 契約書において、事業規模100万円以上の全ての事業者を含めた履行体制図の作成
を求めている。

 契約締結前と変更の都度、事前に情報取扱者名簿、情報管理体制図の申請、承認を
求めている。

 透明性と緊急を要する事業における速やかな執行と事後の透明性の確保のため、以下の
ルールを設定する。

1. 履行体制図について、事業期間中の変更は、事業規模１億円以上の再委託、外注先に
ついて、提出を求める。
※100万円以上の全ての再委託、外注を含む履行体制図は、確定検査の段階で作成。

2. 事業開始時と事業完了後に、履行体制図を公表する（事業者名等を記載することで、特
定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす具体的なおそれがある場合を除く）。

3. 情報取扱者名簿・情報管理体制図について、事前に再委託先以降については情報管理
責任者のみを記載することとする。

落札者決定後

これまでの規定

新たな規定
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２．履行体制図、情報管理体制②

履行体制図の公表（例）

右記の様式により、事業開始時と事業完了
後に履行体制図を公表する。

＜履行体制図の記載項目＞
• 再委託、外注先の事業者名及び住所
• 各事業参加者の行う業務の範囲
• 契約関係を示した図

乙（●●●株式会社）の場合の記載例 

事業者名 住所 業務の範囲 

●●●株式会社

（再委託先） 

東京都千代田区・・・・ （例）関連システムの立ち上げ、運用業務 

▲▲▲株式会社

（再委託先） 

東京都世田谷区・・・・ （例）システムサポート業務の運用 

■■■株式会社

（外注先） 

東京都江戸川区・・・・ （例）チラシ、ポスターの作成・印刷・発注 

◆◆◆株式会社

（再々委託先） 

東京都大田区・・・・ （例）関連システムの作成 

★★★株式会社

（再々委託先） 

東京都目黒区・・・・ （例）システムサポート会場・人材等の調整 

✖✖✖株式会社

（それ以下の委

託先） 

東京都墨田区・・・・ （例）関連システムの性能・仕様の策定（ユー

ザーニーズ調査・データ調査に関する研究な

ど） 

 

 

乙 

●●●株式会社 

▲▲▲株式会社 

■■■株式会社 

 

◆◆◆株式会社 

★★★株式会社 

 

✖✖✖株式会社 

（再委託先） （再々委託先） （それ以下の委託先） 

落札者決定後

出典：契約書「別紙２ 履行体制図」



３．一般管理費

 委託先が、外注費（請負契約）に対して一般管理費を計上することを認めているが、
再委託費（準委任契約）に対して一般管理費を計上することは認めていない。
※ 一般管理費＝（人件費＋事業費（外注費が含まれる））×一般管理費率
※ 一般管理費率 １０％、又は事業者の損益計算書における一般管理費率の低い方

 一般管理費の適正の確保のため、以下のルールを設定する。
1. 各事業者（委託先、再委託先、外注先）は、それぞれ自ら実施する事業※の一般管理
費を計上。
※自ら実施する事業に要した経費については確定検査を通じて精算処理を実施。

2. 以下のとおり一般管理費率に上限を設ける。
「多数」「大規模」「緊急性」に該当する事業：上限８％

落札者決定後

これまでの規定

新たな規定

（参考）現在の民法上の解釈との関係
■改正民法（債権法）が2020年４月１日より施行。

・委任契約（準委任契約）中途終了時の報酬に関するルール整備のため、成果報酬型委託（648条の２）の条文が追加。
・成果報酬型委託は、請負契約に類似したものとなり、民法上、「請負（成果報酬）」と「準委任（事務処理）」の概念が相対化。
・実務上も、契約実態を見極めて判断。
・改正民法下においては、請負と準委任での会計上の差異を設ける合理的な説明が困難。
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 再委託、外注費の確定検査は、以下のように実施している。
• 外注費：成果物の納品状況及び領収書を国が確認する
• 再委託費：成果物の納品状況及び領収書を国が確認することに加え、費用の内
訳やその証憑を委託先が確認する

 事業の適切な履行の確保と、再委託、外注に関する費用の支払の適切性を確保するた
め、以下のルールを設定する。

1. 再委託、外注いずれの場合でも、成果物の納品状況及び領収書の確認だけでなく、
費用の内訳やその証憑を確認することを必須とする。

2. 原則、中間検査を実施する。

落札者決定後

これまでの規定

新たな規定

４．確定検査
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第1章

第2章

第3章

第4章

見直しの対象となる事業範囲

入札公告前から落札者決定まで

落札者決定後

その他



１．間接補助金公募における競争性確保

 補助事業については、一般競争入札とは異なり、一者応札を回避するための手続が定
められていない。

 間接補助金の事務局業務は、委託事業と大きな違いはなく、委託事業と同様の競争性
を確保することが適切であるため、以下のとおり、間接補助金公募に対しても委託事業と
同様に、一者応札回避のための手続を整備する。

1. 公募ルールの厳格化
2. 公募前の自己チェックプロセスを導入
3. 交付決定前の省内確認プロセスを強化
4. 事後での第三者チェックプロセスの強化

その他

これまでの規定

新たな規定

２．今後について
 新たな規定については、今後、執行状況等を踏まえ、積極的な見直しを行い、必要に応
じて再度検討会を開催する。 29



１．間接補助金公募における競争性確保
具体的な取組

１．公募ルールの厳格化
• 公募期間は原則20日以上。
• 審査において過去の実績を評価する場合、その配点比率を30％以下とする。

２．公募前の自己チェックプロセスを導入
• 前年度一者応札だった案件は、公募前に下記の項目について、自己チェックを実施。
① 公募期間の２０日以上の確保。
② 参加者を増やす工夫（声かけ・周知等）。
③ 新規参入希望者が業務内容や業務量を十分理解できるよう、事業内容の記載を具体

化、明確化する。

３．交付決定前の省内確認プロセスを強化
• 複数年にわたり、一者応札であり、かつ同一事業者を採択した案件については、各部局の
総務課長が担当課室長等に公募手続の妥当性を確認。

４．事後での第三者チェックプロセスの強化
• 複数年にわたり、一者応札であり、かつ同一事業者を採択した案件については、
① 外部監査人による一者応札改善の取組状況の点検を実施。
② 契約等評価監視委員会において、必要に応じ、審査を実施。

その他

30
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